
保
科
政
権
と
林
家
の
学
問

保

科

政

権

と

林

家

の

学

問

口禾

島

芳

男

か
の
若
き
日
の
羅
山
が
朱
注
に
よ

っ
て

『
論
語
」
を
講
じ
、
博
士
清
原
秀
賢
の
告
発
す
る
と
こ
ろ
と
な

っ
た
が
、

そ
れ
が
縁
と
な

っ
て
家
康
の
知
遇
を
得
、

こ
こ
に
朱

子
学
が
幕
府
教
学
の
大
本
と
な

っ
た
と
い
う
旧
来

の
通
説
の
妄
な
る
こ
と
に

つ
い
て
は
、
近
年
も
二
、
三
の
小
稿
に
お
い
て
論
証
し

(本
稿
第
三
節
注
2
参
照
)
、
昨
年
は

ま
た
林
門

の
学
問
的
立
場

の
確
立
が
寛
文
以
後
に
あ
る
べ
き

こ
と
を
究
明
す
る
た
め
、

保
科
正
之
の
学
問
と
そ
の
文
教
政
策
を
検
討
し
、

「
寛
文
異
学

の
禁
」
と
題
す
る

論
文
を
発
表
し
た
。
(本
誌
前
号
所
収
)
。

こ
の
論
文
に
よ
り
保
科
政
権
下
に
お
い
て
林
門
が
よ
う
や
く
そ
の
学
問
的
器
量
を
認
識
さ
る
べ
き
機
運
に
向
か

っ
た
こ
と
は
窺

わ
れ
た
が
、
そ
の
保
科
学
政
と
の
交
渉
、
特
に
時
を
同
じ
う
し
て
正
之
の
恩
顧
に
あ
ず
か

っ
た
山
崎
闇
斎
と
の
関
係
等
に

つ
い
て
は
紙
幅
の
都
合
も
あ

っ
て
後
日
の
論
考

に
譲
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
本
稿
は
こ
れ
ら
の
残
さ
れ
た
問
題
に
つ
き
整
理
、
論
述
す
る
と
と
も
に
、

前
稿
を
訂
補
し
よ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
る
。

一82一

元

和
二
年

(
一
六

一
六
)

四
月

十
七

日
、

家
康

が
駿
府
城

で
没
し

た

こ
と

は
、

羅
山

に
と

っ
て
は
確

か

に
偉
大

な
知

己
を
失

っ
た
不
幸

で
あ

っ
た
。

家
康

の
遺
言

・
葬

ヘ

ヘ

へ

送

・
神
号
等
に
就

い
て
は
天
海

・
崇
伝
の
間

に
争
論
が
あ

っ
た
が
、
結
局
翌
三
年
四
月
、
家
康
の
ひ
つ
ぎ
は
駿
河
久
能
山
か
ら
下
野

日
光
山
に
改
葬
さ
れ
た
。
当
時
三
十

四
五
歳
の
壮
齢

に
あ

っ
た
羅
山

(儒
役
林
道
春
信
勝
)
は
こ
れ
ら
の
議

に
は

一
切
あ
ず
か
ら
ず
、

た
だ
家
康
の
遺
命
に
よ
り
駿
府
書
庫
の
蔵
書
を
尾
紀
水
三
家

に
分
配

・

贈
与
す
る
と
い
う
地
味
な
仕
事

の
た
め
駿
府

・
江
戸
間
を
往
来
し
た
の
み
で
あ
り
、
そ
の
家
康
に
侍
読
し
、
論
対
し
た
日
々
は
思
い
出

の
か
な
た
に
過
ぎ
て
し
ま

っ
た
。

つ
い

①

二
代
将
軍

秀
忠
は
十

三
歳

か
ら
儒
学

を
習

っ
た
が
、
「
世
間

に
て
は
終
儒
学

御
雑
談

無
ご
御
座

一候

故
、

そ

れ
を
ば

不
レ存
、

儒

学
も
不
レ
被
レ成
候
様
、

皆

々
存
候

」
と

い
う



人

と

て
、

家
康

没
後

に
羅

山

の
進

講

を
受

け

る

こ
と

は
、

あ

ま
り
な

か

っ
た

ら
し

い
。

か

つ
て
羅

山

が

那
波
活

所

(道

円
)

か
ら
贈

ら
れ

て
加
点

し

た

「
白
氏
文

集

」

の

、

、

、

②

奥
に
は
、
わ
ざ
わ
ざ

一
元
和
四
年
八
月
八
日
、
夜
雨
吹
燈
記
レ之
、
駿
府
御
書
庫
預
、
前
侍
読
林
道
春
子
信
」

と
自
署
し

て
い
る
。
秀
忠
の
側
近
に
は
、
か
ね
て
羅
山
の
弟

東
舟

(
永
喜
)
が
出
仕
し
た
が
、
訴
訟
や
寺
社
の
事
に
専
ら
で
あ

っ
て
侍
読

に
追
わ
れ
た
様
子
は
な
く
、

し
か
も
あ
る
と
き
秀
忠
の
面
前
で
笑

っ
た
た
め
に
そ
の
勘
気
を

③

受
け
た
こ
と
も
あ

っ
た
,
羅
山

に
と

っ
て
は
弟
の
縁
に
よ

っ
て
新
将
軍
に
親
近
す
る
こ
と
も
、
た
や
す
く
遂
げ
ら
る
べ
き
望
み
で
は
な
か

っ
た
。

た
だ
元
和
三
年
九
月
、

朝
鮮
国
王
に
対
す
る
秀
忠

の
返
書

に

つ
き
老
中
ら
が
伏
見
城
内

で
評
議
し
た
と
き
羅
山

が
末
席
に
い
て
発
言
を
許
さ
れ
、

翌
四
年
神
田
鷹
匠
町
に
宅
地
を
与
え
ら
れ
た
こ

と
な
ど
に
よ

っ
て
将
来

に
期
待
を
か
け
る

こ
と
が
で
き
た
ば
か
り

で
あ

っ
た
。

ヘ

ヘ

へ

三
代
将

軍
家

光
は
晩
年

そ
の
四
男
綱

吉

の
教

育

に

つ
き

常

に
め

の
と

た
ち
を
戒

め

て
、

「
こ
の
子
夙

慧
衆

人

に
す
ぐ

れ
た

り
、

よ
く

せ
ず
ば
才

名

の
た

め
に
生
涯

の
禍

を
引
出
す

べ
し

、
あ

や
ま
ち

て
も

さ
し
過
た

る

こ
と

し

て
、

兄
達

に
礼

を
失

ひ
、

に
く

み
を
受
し

む

べ
か
ら
ず
、

何
事

も
謙

退
を

む
ね

と
輔

導
す

べ
し
」

と

い
い
、

ま
た

あ

る
と
き

は
綱

吉

の
生
母

桂
昌

院

に
向

か

い
、

[
こ
の
児

い
と
さ

と
く
、
生

先

心

に
く
く

み

ゆ
、

善
師

を
え

ら
び
、
ム
,
よ
り
書
籍

を
学
ば

せ
、

聖

賢

の
道

に
心
を

用
ひ
し

め
ば
、

ゆ
く

ゆ
く
も

の
の
用

に
立

た
ん
物

ぞ
、

汝

か
ま

へ
て
心

い
れ
、
文

よ
ま

せ
よ
」

と
諭

し
た
が
、

そ
う

い
う
家

光

は
自
身

の
学
問

に
関

し

て
は
、

「
吾

幼
年

よ
り
武

芸

を

こ
の

み
、

か

つ
少

壮

よ
り
大
任

を
う

け

て
、

読
書

の

い
と
ま
な

か
り
け

れ
ば
、
文

芸

に
於

て
は
力

を
も

い
れ
ず
、
今

に

い
た
り
、

ま
ま
悔

ゆ

る
事

あ

り
」

と
告

白
し

④

な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
寛
永
元
年

(
一
六
二
四
)

三
月
、
羅
山

は
江
戸
に
下
り
、
四
月
秀
忠

・
家
光
に
謁
し
、
や
が
て
新
将
軍
に
常
侍
し
、
『
論

語
』
『
貞
観
政
要
」

の
日
講
の
傍
ら
和
漢
の
故
事
に
就
い
て
談
ず
る
こ
と
に
な

っ
た
。

同
六
年
十
二
月
、
羅
山

(
道
春
)
は
民
部
卿
法
印
、
弟
東
舟

(永
喜
)
は
刑
部
卿
法
印
に
叙
せ
ら
れ
た
。

翌
七
年
羅
山
は
将
軍
か
ら
上
野
忍
岡

に
お

い
て
五
千

三
百
五
十
三
坪

の
地
を
与
え
ら
れ
、

な
お
学
寮
を
営
む

べ
し
と
て
黄
金
二
百
両
を
給
せ
ら
れ
た
。
同
九
年
羅
山
は
右

の
忍
岡

の
宅
地

の
学
寮

の
近
く
に
文
廟
を
建

て
た
。
時
に
尾
張
徳
川
義
直
は
こ
の
建
廟

の
事
を
助
け
、

聖
像
な
ら
び
に
四
賢
像
や
祭
器
等
を
寄
進
し
、
ま
た

「
先
聖
殿
」

の
三
字
を
み
ず
か
ら
書
き
、

こ
れ
を
扁
額
と
し
て
与
え
た
。

こ
れ
ら

の
こ
と
は
羅
山
が
寛
永
十
年

(
一
六

三
三
)
二
月

に
作

っ
た

「
武
州
先
聖
殿
記
」

に
詳
し

い
。
こ
の

⑤

寛
永
十
年

二
月
、
羅
山

は
こ
の
先
聖
殿
に
お
い
て
初
め

て
釈
菜
を
行
な

っ
た
が
、

同
年
七
月
十
七
日
に
は
羅
山
は
ま
た
初
め

て
将
軍

の
御
成
り
を
文
廟

に
迎
え
た
。

こ
の

と
き
家
光
は
先
聖
殿
に
上

っ
て
聖
像
を
拝
し
、
次

い
で
羅
山
に
命
じ

て

「
尚
書
」

の
尭
典
を
講
釈
さ
せ
た
。

翌
十

一
年

二
月
、
幕
府
は
故
駿
河
大
納
言
忠
長
の
旧
邸
を
忍

岡

の
文
廟

の
傍
ら
に
移
し

て
講
習
所
に
あ

て
さ
せ
、

の
ち
慶
安

四
年

(
.
六
五

一
)
に
は
幕
費
を
も

っ
て
文
廟
を
修
築
さ
せ
た
。

こ
れ
ら
の

一
連

の
事
実
を
な
が
め
れ
ば
、
家
光

の
時
代
に
な

っ
て
林
家
に
対
す
る
恩
遇
が
よ
う
や
く
加
わ
り
、

自
然

そ
の
家
学
が

一
層
尊
重
さ
れ
た
よ
う
に
見
受
け
ら

保
科
政
権
と
林
家
の
学
問

一一83一



保
科
政
権
と
林
家
の
学
問

れ

よ
う
。
殊

に
寛
永
元
年

(
一
六
二
四
)
の
羅
山
の
初
謁
に
つ
い
て
は

「
羅
山
先
生
年
譜
」
こ
の
年
、

羅
山
四
十
二
歳

の
と
き
の
条

の
中
に
、

(
マ

マ
)

四
月
十

一
日
、

執
事
酒
井

忠
世

、
土
井
利
勝
奉

レ皆
、

使
三先
生

奉
二
仕
大
猷

院
殿
幕

下
一、
自
レ
此

日
月
奉

侍
焉

、

或
講
二
論
語

一、

或
読
二
貞

観
政
要

一、

或

談
二倭
漢

故

事

一、
或

接
二執

政
之
盗
詞

[、

或
赴
二
巣
院
之

庁

一、
永

喜

奉
コ仕

台
徳
院

殿

一之
事
、
亦

与
二
先
生

一相

同

と

い
う

の
も
、

羅
山

・
東

舟
兄
弟

が
そ
れ

ぞ
れ
将
軍
家
光

・
前
将
軍

秀
忠

に
近
侍
し
、

特

に
政

治
向
き

に
も

参
与

し
た
趣
を
暗
示

し

て
い
る
。

し
か
し

『
大
猷
院

殿
御
実

紀

』
巻

四
、

寛
永

二
年

四
月
条

に
、

当
代
御
幼
稚

の
時
、

御

父
祖

の
思
召

に
て
、

古
老

の
と
も
が
ら

に
、

古
き
事
ど

も
聞
え
あ

げ
よ
と

て
、

其

こ
ろ

の
老

人
か
れ

こ
れ

日
夜
ま
う

の
ぼ
り
け

る

に
、

い

つ
も
林
道
春

を
其
談
伴

と

し

て
、
相
互

に
昔

今

の
物

が
た
り
す

る
を
、
上

に
は
か

た
は
ら

に
て
聞

召

け

る
が
、

の
ち

に
は
聞

召
さ
れ

て
面
白

き
事

に
思
召
、
御

み
つ

か
ら
も

し
た
し

く
と
ひ

た
つ
ね
さ

せ
た
ま

ひ
け

る
。

か
く

て
ぞ
古
今

天
下

の
治
乱
、

政
事

の
可
否
、

か

つ
人

臣

の
功
績

を
も

明
ら
か

に
し
ろ
く
め

し
け
れ
ば

、
御
政

⑥

事
を
と
ら
せ
給
ひ
て
後
の
御
益
と
な
る
事
少
な
か
ら
ず
。

お
は
な
し
し
ゆ
う

と
ぎ

と

あ
る
よ
う
に
、
将
軍

の
儒
役
に
期
待
す
る
と
こ
ろ
は
、
よ
き

御

咄

衆

な
い
し
御
伽
衆
で
あ
る
こ
と
に
あ
り
、

そ
の
談
義
の
内
容
が
儒
学

の
事
に
わ
た

っ
て
も
、
そ
れ

は
主
と
し
て
興
味
本
位
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
も
と
よ
り
儒
役
の
政
事
干
与
の
道
を
開
く
前
提

で
は
あ
り
得
な
か

っ
た
。

羅
山
の
家
光
奉
侍
の
は
じ
め
、
寛
永
元

年

(
一
六
二
四
)
新
将
軍
の
宣
下
を
賀
す
る
た
め
朝
鮮
信
使

の

一
行

三
百
名
が
来
日
し
た
と
き
に
も
羅
山
は
そ
の
接
待
に
つ
い
て
何
の
役
割
も
与
え
ら
れ
な
か

っ
た
。
な

お
同
十
三
年
朝
鮮
信
使
が
ま
た
渡
来
し
て
太
平
を
祝
し
た
と
き
、
羅
山
は

幕
命
を
奉
じ
て
朝
鮮
王
に
対
す
る
家
光
の
返
書
を
起
草
し
、

な
お

か
の
国
の

故
事
や
そ
の
先

儒
李
退
渓
が
論
拠
と
し
た
朱
子

の
理
気
説

に
関
す
る
疑

い
な
ど
に
つ
き
使
節
と
筆
談
す
る
機
会
を
得
た
が
、

後
日
こ
れ
ら
の
筆
談
の
内
容
を
聞
い
た
家
光

は
、

i
右
ノ
如

ク
ナ
ル
コ
ト
ヲ
筆
語

セ
ム
ヨ
リ

ハ
、
異
国

ニ
テ

ハ
如
何
ヤ
ウ
ノ
仕
置

ニ
テ
国

ヲ
治
メ
候

ヤ
、
仁
義
忠
信

ナ
ド
ノ
義

ハ
如
何
ヤ
ウ

ニ
存
候

ナ
ド
ト
ア
ル
ベ
キ
事

ヲ
コ
ソ
尋

⑦

ネ
テ
可
レ然
」

と
評
し
た
と
い
う
。

こ
れ
は
幕
府
の
官
儒
た
る
者
の
勉
強
は
博
学
精
到
よ
り
も

治
道
徳
教
の
理
解
を
先
と
す
べ
き
心
得
を
示
し
た
ま
で
と
み
る
べ
き
で
あ

り
、
将
軍
が
そ
の
儒
臣
を
文
事

・
外
交
の
責
任
者
に
仕
立
て
る
ほ
ど
の
決
意
を
漏
ら
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。

ち
な
み
に
正
保
四
年

(
一
⊥ハ
四
七
)
十
月
二
十

四
日
、

故
将
軍
秀
忠
の
忌
日
に
よ
り
城
中
に
て
斎
戒
の
と
き
、

将
軍
家
光
が

に
わ
か
に
羅
山
を
召
し

て
講
経
せ
し
め
た
が
、

こ
れ
に
つ
い
て

「
大
猷
院
殿
御
実
紀
」
附

ヘ

ヘ

ヘ

へ

録

巻
六

は

「
先
朝

の
御
忌
辰

に

て
、
御

い
も

ゐ

の
折

か
ら

、

つ
れ
づ

れ

に
お
は

し
ま
せ
ば

と
て
、

俄

に
林

道
春
信

勝
め
し

出

て
、
四
書

の
講

説
を
聞

し
め
さ
れ
、

近
臣
等

に
も
拝

聴
せ
し

め
ら
れ

し
と
そ
」
と

記
し

て
い
る
。

こ
の

■
つ
れ
づ

れ
」

に
お
は
し

ま
せ
ば
と

て
の

一
句

は
注

目

に
値

し
よ
う
。
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寛
永

六
年

(
、
六

二
九

)
十

二
月
末
、

羅
山

(
道
春

)

を

民
部
卿
法

印
、

弟

東
舟

(永

喜

)
を
刑
部

卿

法
印

に
叙

し
た

の
は
幕
府

が
兄
弟

と
も

に

二
十
余

年

に
わ
た

る

年

功

を
認

め
た

わ
け

で
あ

る
が
、
儒

家

が
僧

位

を
受

け

る

こ
と

に

つ
い
て
は
、

も
ち

ろ
ん

こ
れ
を
異

と

す

る
向
き

が
少

な
く

な
か

っ
た
。

羅
山

は

「
原
夫
法

印
者

、
沙
門

位

也
、

而
配
二
僧

正
官
、
今

余
兄
弟

元
是
儒

也
、

然

祝
髪

者
久

、

随
二
国

俗

一、
与
二
太

伯
之
断

髪
、
孔

子

之

郷
服

一、

何
以

異
哉

、
復

何
傷
焉

」

と
陳

じ
、

7
先
王
有

二法

服

}

有
一一法
昌

一、

四
書
六
経
有

二
読
法

岬、
其
皆

見

於

筆
墨

一、

垂
二於

不
朽

一、
故

墨
以
二
伝
万
古
文

章
之
印

一、

是
吾
所

レ取

之
法
印
也

、
謂
二
之
心
印

一、

亦

可
突

」
と
弁

じ
た

が
、

⑧

そ
の
曲
論
に
外
な
ら
ぬ
こ
と
は
後
年
中
江
藤
樹
の
批
判
を
免
れ
な
か

っ
た

こ
と

で
も
知
ら
れ
る
通
り
で
あ
り
、

当
時
の
羅
山

に
と

っ
て
は
昔
慶
長
十

二
年

(
一
六
〇
七
)

初
め
て
出
仕

の
こ
ろ
剃
髪
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
と
き
の
苦
悩
を
想
起
さ
せ
ら
れ
る
有
難
迷
惑

で
も
あ

っ
た
ろ
う
.

こ
れ
に
比

べ
れ
ば
、
翌
ヒ
年
幕
府
が
忍
岡

の
地
と
費
金

と
を
与
え
、
学
寮
を
営
ま
せ
た
こ
と
の
方
が
羅
山
兄
弟
の
多
年

の
奉
公

に
対
す
る
報
奨
と
し
て
確
か
に
適
当
な
措
置
で
あ

っ
た
が
、

こ
の
忍
岡

の
施
設
の
中
心
た
る
文
廟

は
主
と
し
て
尾
張
徳
川
義
直
の
寄
進
に
係
る
も
の
で
あ
り
、
幕
府
が

こ
の
文
廟
そ
の
も
の
の
創
建
を
特
に
助
成
し
た
確
証
は
無
い

同
十
年
の
将
軍
家
光
の
参
廟

は
林
家

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

に
と

っ
て
無

上

の
光

栄

で
は
あ

っ
た
が
、

こ
れ
も

「
大
猷

院

殿
御
実
紀

」
巻

二
十

三
に
、

こ
の
日
家

光

が
東
叡
山

に
ま
い
り
、

そ

の

「
御
か

へ
さ

に
儒

臣
林

道
春

信
勝
が

忍
岡

の
学
寮

に

よ
ぎ

ら
せ

給

ひ
、

先
聖

殿
に

わ
た
ら

せ
ら

れ
、

聖
像
御
拝

あ

り
」

と

い
う

通

り
、

い
わ

ば

上
野
御
成

り

の

つ
い
で
の

こ
と

で
あ

っ
て
、

さ
ほ
ど
重

大
な
特

別

行
事

で
は
な

か

っ
た
。

な
お
家
光

は

そ
の
晩
年

に
山
鹿

素
行

や
熊

沢
蕃
山

を

登

用

し
よ
う

と
し

た
こ
と
が
あ

る
。

素
行

は
牢

人
貞

以

の
子

で
、

父

が
蒲
生
家

の
臣

町
野
幸

和
方

に
寄
食
中

の
元

和

八
年

(
.
六

二
二
)
会

津
若
松

で
生

ま
れ
、

六
歳

の
と

き
蒲

生
家

の
断
絶

に
よ
り
彰

和
が
江
戸

に
出

て
幕
府

に
仕

え
た
と
き
、

山
鹿

父
子
も

こ
れ

に
従

っ
て
出
府

し
、

父

は
町
医

と
な

り
、

素
行

は
長
じ

て
羅
山

の
門

に
人

り
、

傍

ら
甲
州
流

の
兵
学

を
習

い
、

や
が

て
新

進

の
兵
学

者

と
し

て
幕

臣

の
間

に
も
知

ら
れ

た
.、
そ
の

こ
ろ
幸
和

の

妻

が
家

光

に
召

さ
れ
、
春

日
局

に
代
わ

っ
て
大

奥

の
取
締

り

に
当

っ
た

こ
と
が
縁
と

な
り
、

素
行

が
御

家

人
と
し

て
出
頭
す

べ
き
機

運
が

正

に
熟

し
た
慶

安

四
年

(
一
⊥
ハ

五

〔
)

四
刀

、
家
光

が
没

し
た
た

め
事

は

つ
い

に
成

ら
な

か

っ
た
.

時

に
素
行

は
年

正
に

三
十
歳

で
あ

っ
た
、

ま
た
熊
沢
蕃

山

は
尾
張

の
牢

人

の
子

で
京
都

に
生

ま
れ
、

阜

く
池

田
光

政

に
侍
し
た

が
、
島

原

の
乱
後
致

仕
し

て
近

江

に
退
き

、

中

江
藤
樹

に
師
事
し

て
そ
の
陽

明

学

に
基

く
心
学
を

伝
受

し
、

正
保

年
間
再

び
光

政

に
仕

え
、
物

頭

一.一千

石

に
取

立

て
ら

れ
、
大

い

に
経
世
済

民

の
王
腕

を

発
揮

し

た
。

光
政

は
そ

の
母
榊

原
氏

が
将

軍

秀
忠

の
養
女
、

そ

の
妻
本
多

氏
が

天
樹
院

(
千

姫
)

の
所

生

で
あ

っ
た
関
係

か
ら

将
軍

家

に
親
し
く

、
殊

に
家

光

か
ら
親

藩

に
准
じ

て
幕

政

に
参

与
す

る

こ
と

を
望

ま
れ

て

い
た
。

光
政

は
自

身

の
参
政

の
前

提

と
し

て
、
ま
ず
蕃

山

の
識

見
を
幕

閣

に
披

露
す

る

た
め
参
勤

ご
と

に
彼
を

江
戸

に
伴

い
、

や
が

て
蕃

山

三
十

三
歳

の
と
き
、

よ
う

や
く
彼

の
将
軍
初
謁

が
許

さ
れ

よ
う
と

し
た

が
、

こ
れ

ま

た
家

光

保
利
政
権
と
林
家
の
学
問
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権
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⑨

の
死
去

の
た
め
実

現
し
な
か

っ
た
。

こ
こ
に
注
意

を
ひ
く

の
は
、

こ
の
よ
う

な
家

光
晩
年

の
人
材
登
用

に

関
し

て
、

羅
山

が

一
言
も
意
見

を
述

べ
る
機

会
を
与

え
ら

れ
た

形
跡

が
無

い
こ
と

で
あ

る
。

そ
れ

は

こ
の
素
行

・
蕃

山

の
推

挙
が

い
か
な

る
学

統

・
学
派

に
も
関
係
な

く

、

ま

っ
た
く
将

軍
家
と

両
人
と
の
間
接
的

因
縁
を

た
ど

っ
て
行

わ
れ

た
た
め

で
あ
ろ
う
。

し
か
し

そ
れ
に
し

て
も

林
門
が

も

っ
ぱ
ら
程
朱

学

を
標

榜

し
、

家
学

の
立
場

か

ら
幕
府

の
人
事

・
行
政

に

つ
き
発
言

し
得

る

よ
う

な
機

運
は
、

ま
だ
ま

だ
到
来

し

て
い
な
か

っ
た
と
み
な

け
れ
ば
な
ら

な

い
の
で
あ

る
。

⑥ ⑥ ④ ③ ② ① 注o●o

『
右
文
故
事
』
巻
卜
、
御
代

々
文
事
表
二
、
寛
永
八
年
条
附
載
小
幡
勘
兵
衛

の
物
語
。

『
羅
山
文
渠
』
巻
五
十
四
、
題
蹟
四
。

『
羅
山
詩
集
』
巻
二
卜
四
、
親
戚
、
.小
永
、吼口
(.兀
和
三
年
)

『常
憲
院
殿
御
実
紀
』
巻

一
首
。

羅
山
の
曽
孫
林
信
言

の

『
事
実
記
』
に
は
こ
れ
を
四
月
十
ヒ
日

(家
康

の
忌
日
)
の
こ
と
と
し
て
い
る
。

『
大
献
院
殿
御
実
紀
』
巻
四
、
寛
永
二
年
四
月
二
十
七

日
、
皆
川
広
照
入
道
老
圃
致
仕
伝
割
注
。
な
お
桑
田
忠
親

『
大
名
と
御
伽
衆
』
九
し]
ペ
ー
ジ
に
は
家
光

の
御
加
衆
と
し
て
の
羅

山
を
紹
介
し
て
い
る
。

『
右
文
故
事
』
巻
十
、
御
代
々
文
事
表
寛
永
十
三
年
条

。

『
羅
山
文
集
』
巻
六
レ
九
。

『
羅
山
詩
集
』
巻
三
十
八
、
叙
法
印
位
詩
弄
序
。
中

江
藤
樹

「
林
氏
剃
髪
受
位
弁
」。

詳
細
は
堀
勇
雄

『
山
鹿
素
行
』

(
『
人
物
叢
書
』
所
収
)
お
よ
び

『
日
本
思
想
史
大
系
』
所
収

『
熊
沢
蕃
山
』
の
解
説

(後
藤
陽

一
)
参
照
。

一一86一

慶
安
四
年

(
一
六
五

一
)
四
月
二
十
日
、
将
軍
家
光
が
四
十
八
歳

で
死
去
し
、

世
嗣
家
綱
が
僅
か
十

一
歳
で
将
軍
職
を
継
い
だ
と
き
、
幕
府
は
創
業
後
初
め
て
幼
将
軍

を
戴
く
新
情
勢
に
対
処
す
る
た
め
、
前
代
以
来
の
大
老
酒
井
忠
勝

・
老
中
松
平
信
綱

・
阿
部
忠
秋

・
松
平
乗
寿
に
元
老
井
伊
直
孝
も
加
わ

っ
た
強
力
な
幕
閣
を
形
成
し
、

前
将
軍
の
遺
嘱
を
受
け
た
会
津
藩
主
保
科
正
之
が
新
将
軍
の
補
佐
と
し
て
政
務
を
総
括
し
た
。

正
之
は
前
将
軍
の
異
母
弟

で
当
時
四
十

一
歳
、
温
厚
に
し
て
篤
学
の
人
で

あ

っ
た
。
殊
に
翌
承
応
元
年

(
一
六
五
二
)
初
め
て
朱
子
の

『
小
学
』
を
読
ん
で
大

い
に
得
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、

み
ず
か
ら

『
輔
養
編
」

一
冊
を
作
り
、
こ
れ
を
幕
府
に

呈
し
て
幼
主

の
訓
導
に
資
す
る

一
方
従
来
自
分
が
愛
蔵
し
た
老
仏
の
書
を
焼
き
、
以
後
も

っ
ぱ
ら
程
朱
学

に
傾
倒
し
た
。

そ
の
後
明
暦
二
年

(
一
六
五
六
)
十
二
月
、
将



軍
家

綱

が
十

六

歳

に
し
て
初

め

て
羅
山
を

召
し
、

ま
ず

「
大

学
』

首
章

の
進
講
を
聴

い
た
。

「
土
津
霊

神

..口行

録
」

に
、

正
之

が

こ
の
進
講

の
事

を
聞

い
て
大

い
に
喜

び
、

①

「
幕

ド
欲
レ
聴
二
大
道

一、
誠

天
ド

長
久

基
也

、
何
彰

如
レ
之

乎
、

顧
世

人
謂
レ
何
哉
、

於
レ我

甚
慶
二
賀
之

一」

と
賛

嘆
し

て
や
ま

な

か

っ
た
と

い
う
。

こ
れ

は

こ
の
よ
う

な
進

講

の
事
が

か
ね

て
か
ら

正
之

の
企

望
し

て

い
た

と
こ

ろ
で
あ

り
、

従

っ
て
そ

の
内
容

も
、

か

の

「
つ
れ

づ
れ

」
な

る
ま
ま

に
随

時

に
行

わ
れ

た
御

伽
衆
的

講
談

と

は
違

っ

て
、

人
主

の
治
道
教

育

の
た
め

の
正
規

の
課

程
を
追

う

べ
き
継

続
的

の
も

の

で
あ

っ
た
か
ら

で

は
な

か

っ
た
ろ
う

か
.

右

の

『
言
行
録
」

の
文
中

に

明
世

人
謂

レ
何
哉

」

と
あ

る

の
も

、

こ
の
よ
う

な
正
規

の
進

講

の
前
例

が
無

い

こ
と
、

ま

た
進

講

の
栄

が
独

り
林
門

に
帰
す

る

こ
と

に

つ
い

て
異
議

が
あ

っ
た

こ
と
を
暗

示
す

る
よ
う

に
も
感

ぜ
ら

れ
る
。

こ
の
最
初

の
進
講

の
翌
年

、
明
暦

三
年

の
正

月

に
は
江
戸

に
大
火

が
あ

り
、

そ

の
数

日
後

羅

山

が
亡

く
な

っ
た

こ
と
は
周
知

の
通

り

で
あ
る
。

そ
の

.
一年
後

の
万
治

二
年

(
.
六

五
九

)
冬
、

羅
山

の
遺
子
鷲
峰

・
読

耕

斎

兄
弟
が

そ
れ

ぞ
れ
亡

父

の

『
年
譜
」

「
行
状

」
を

編
修

し
、

昔
慶

長
八
年

(
一
六

〇

三
)
若

き

目
の
羅
山

が
京
中

で
朱
注

に
よ

っ
て

「
論

語
」
を
講

説

し

て
博

士
清

原
秀
賢

の

「
娼

嫉
」

を
招

き
、

そ

の
朝
廷

に
告

訴
す

る
と

こ
ろ
と
な

っ
た

が
、
家

康

の
寛
仁

大
度

に

よ

っ
て
事

な
き
を
得

た

と

い
う
妄
説

を
載

せ
、
林

門

の
朱
子
学

が
早

く
神
君

の
よ
み
す

る
と

こ
ろ

で
あ

っ
た

こ
と

を
強

調
し

た
の
も
、

朱
.士
学

者
正
之

の
林
家

に
対
す

る
特

別

の
関

②

心
を

つ
な
ぎ
と
め
る
た
め

に
必
要
か
つ
有
効

な
措
置

で
あ

っ
た
。

「
厳
有
院
殿
御
実
紀
」
に
は
儒
役
林
春
斎
春
勝

(鷲
峰
)
が
寛
文
元
年

(
、
六
六

一
)
十
二
月
法
印
に

③

叙
せ
ら
れ
、
同
三
年
十
二
月
五
経
全
部
の
講
了
を
賞

し
て
弘
文
院
の
号
を
許
さ
れ
た
こ
と
が
見
え
る
。

こ
の
寛
文
三
年
当
時

の
奉
書
は
左
の
通
り
で
あ
る
。

五
経
講
釈
、
今
度
不
し残
事
畢
之
趣
、
達
二
台
聴

一候
、
占
来
稀
成
之
儀

二
候
之
条
、
忍
岡
家
塾
称
二
弘
文
院

一、
弥
可
レ
勤

儒

業
一之
旨
、
依
レ仰
執
達
如
レ件
、

寛
文

三
年

久
世
大
和
守

広
之

十

二
月
け
六
日

稲
葉
美
濃
守

正
則

阿
部
豊
後
守

忠
秋

酒
井
雅
楽
頭

忠
清

林

学
士

こ
れ
よ
り
さ
き
羅
山
は
幕
命
を
奉
じ
て
国
史
の
編
修
に
従
事
し
、
ま
ず
神
武
天
皇
か
ら
宇
多
天
皇
ま
で
を
四
十
巻
に
ま
と
め
、

こ
れ
を

『
本
朝
編
年
録
」
と
仮
称
し
、

慶
安
三
年

(
.
六
五
〇
)
将
軍
家
光

に
進
め
た
。

し
か
し
醍
醐
天
皇
朝
以
後
の
国
史
の
続
修
に
就
い
て
は
史
料
の
関
係
に
よ
り
し
ば
ら
く
中
絶
す
る
う
ち
明
暦

三
年

(
一

六
五
七
)
正
月
の
大
火
に
遭

い
、
『
編
年
録
」
も
焼
失
し
た
。
そ
の
後
寛
文
二
年

(
↓
六
六

二
)
十
月
に
至
り
、
『
編
年
録
」
を
再
修
し
、
延
喜
以
後
を
続
補
す

べ
き
命
が

保
科
政
権
と
林
家
の
学
問
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保
科
政
権
と
林
家
の
学
問

④

鷲
峰

に
ド

っ
た
。
そ
し
て
同
四
年
七
月
奏
者
番
永
井
尚
庸
が
編
集
総
裁
を
命
ぜ
ら
れ
、

八
月
忍
岡
の
弘
文
院
内

に
長
寮
を
建

て
て
こ
れ
を
編
集
所

(
国
史
館
)
と
し
た
。

し
か
し
何
分
に
も
明
暦
大
火
復
諸
事
な
お
多
端
の
際
と
て
修
史

の
事
に
従
う
者
は
鷲
峰
と
そ
の
二
子
梅
洞

(春
信
)

・
鳳
岡

(信
篤
)
の
ほ
か
人
見
友
元

・
坂
井
伯
元
と

門
生
二
名

.
筆
吏
八
名
に
過
ぎ
な
か

っ
た
。
鷲
峰
は
史
料
収
集

の
困
難
を
述

べ
て
し
き
り
に
増
員
の
必
要
を
訴
え
た
が
、

老
中
酒
井
忠
清
は
将
来

の
援
助
を
約
し
、
鷲
峰

を
慰
諭
激
励
す
る
こ
と
す
こ
ぶ
る
懇
切
で
あ

っ
た
、

こ
の
こ
ろ
鷲
峰
は
ま
た
新
修

の
国
史
を

『
本
朝
通
鑑
」

と
題
す
る
議
を
呈
し
た
を

こ
ろ
、
幸

い
保
科
正
之
及
び
国
史

.
和
歌
に
通
じ
た
姫
路
城
主
榊
原
忠
次
等
の
賛
同
を
得
た
。

こ
の
年
十

二
月
、
正
之
は
自
抄
の

「
東
国
通
鑑
」
を
鷲
峰

に
寄
せ
て
そ
の
参
考

に
供
す
る

一
方
、
国
史
の
原

稿

の
成
る
に
従

っ
て
こ
れ
を
借
り
出
し
、
侍
臣
に
命
じ
て
抄
出
さ
せ
た
。

こ
れ
は
本
書
が
完
成
す
れ
ば
府
庫
に
納
め
ら
れ
て
閲
覧
し
難
く
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
ま
だ
定

本
も
類
本
も
な

い
う
ち
に
草
本
が
滅
失
す
れ
ば
取
り
返
し
の
つ
か
ぬ
こ
と
を
心
配
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

か
く
て
修
史

の
事
が
よ
う
や
く
進
捗
し
た
寛
永
六
年

(
一
六
六
六
)

の
九
月
、
鷲
峰
は
そ
の
長
男
で
二
十
四
歳

の
梅
洞

に
先
立
た
れ
、
続

い
て
十

.
月
に
は
さ
き
に
水

戸
藩
士
勝
庄
氏

に
嫁
し
た
十
七
歳

の
次
女
を
も
失

っ
た
。

こ
の
年
十
二
月

将
軍
家
綱
は
特

に
鷲
峰
を
黒
書
院
に
召
し
て

修
史

の
労
を
ね
ぎ
ら
い
、

金
五
枚
と
時
服
を
与

え
、
な
お
別
に
次
男
鳳
岡
に
新
た
に
年
俸
三
百
俵
を
給
し
た
。
「
右
文
故
事
」
巻
十

一
は
こ
の
事
を
記
し
た
後
に
按
文
を
掲
げ
、
「
国
史
館
日
録

ニ
ヨ
レ
バ
此
秋
冬

ノ
際
春

斎

(鷲
峰
)
頻

二
二
子
ヲ
喪

ヒ
憂
居

セ
ル
ヲ
以
テ
、

当
時
春
斎

二
非

レ
バ
力
能

ク
修
史

ノ
事

ヲ
成

ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ユ
ヘ
ニ
官
時

二
此
破
格

ノ
優
典

ア
リ
テ
其
事

ヲ
提
挙

セ

ラ
レ
シ
ナ
リ
」
と
特
筆
し
て
い
る
。

こ
の

「
破
格

ノ
優
典
」
も
正
之

の
周
旋

に
よ

っ
た
こ
と
か
と
思
わ
れ
る
。

か
く
て
更
に
四
年
を
経
て
、
さ
し
も
の
大
業
が
終
り
に
近

づ

い
た
寛
羊

年

(
一
六
七
〇
)

四
月
、
正
之
は
薩

の
草
し
た
序
文

二
編
を
校
閲
し
、

か
の

「
資
治
通
鐘

の
諸
序

の
例
を
参
照
し

つ
つ
批
正
を
加
え
や
・
そ
し
て
六

月
七

日
、
鷲
峰
は
将
軍

の
面
前
に
お
い
て
右

の
序
文

二
編
を
読
み
上
け
、
次

い
で
十
二
日
、

神
武
天
皇
か
ら
宇
多
天
皇
に
至
る

「
本
朝
通
鑑
」
正
編
四
十
巻
、
醍
醐
天
皇

か
ら
後
陽
成
天
皇
に
至
る
続
編
二
百
三
十
巻
、
そ
の
他
を
合
わ
せ
て
全

三
百
十
巻
を
進
献
し
、

采
地
二
百
石
を
賞
賜
さ
れ
た
。
時
に
鷲
峰
は
五
十

三
歳
で
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う
に
保
科
政
権

の
下
に
お
い
て
、

五
経

の
講
了
に
続

い
て
修
史
の
大
業
が
下
命
さ
れ
、
鷲
峰

の
率

い
る
林
門
の
地
位
が
よ
う
や
く
向
上
す
る
折
し
も
、
か
の
山

鹿
素
行

と
熊
沢
蕃
山
の
処
罰
に
表
徴
さ
れ
る

「
寛
文
異
学
の
禁
」
が
行
わ
れ
た
。

ま
ず
素
行
は
前
将
軍
家
光
時
代
の
末
期
に
幕
府
出
頭
の
機
会
を
逸
し
て
後
、
播
州
赤
穂

城
主
浅
野
長
直
に
仕
え
た
が
二
年
後
に
帰
府
し
、
彼

の
兵
学
を
修
己
治
人
の
道
ま
で
高
め
た

「
武
教
」
を
講
じ
て
門
生
を
集
め
た
。

当
時
素
行
は
既
に
久
し
く
林
門
と
は

疎
遠
で
あ

っ
た
ば
か
り
で
な
く
、

宋
儒
が
性
理
を
論

じ
な
が
ら
道
徳
の
本
義
を
忘
れ
た
こ
と
を
遺
憾
と
し
て
寛
文

五
年

(
一
六
六
五
)

「
聖
教
要
録
」

三
巻
を
著
し
、
経

義

の
文
献
学
的
再
検
討
に
よ
り
直
接
周
公

・
孔
子
の
真
意
を
追
究
す

べ
き

こ
と
を
提
唱
し
、

殊
に
そ
の
巻
上
、
道
統
の
条

に
お
い
て

..

..



孔
子

没

而
聖
人
之
統

殆
尽

、
曽
子

・
子
思

・
孟

子
亦

不

レ可
二
企

望

一、
漢

唐
之

間
、
有

ト
欲

レ
当

其

任

一之

徒
上
、
又
於

二曽

子

・
子

思

・
孟

子

一不

レ可

一同

レ
ロ
而
談

之

一レ
、

及
レ
宋
周

程
張

郡
相

続
而

起
、
聖

人
之
学
、

至
レ
此
大

変

、
学

者
陽
儒
陰

異
端

也
、
道
統

之
伝

、

至
レ
宋

党

混
没
、
況
陸

王
之
徒
不

レ
足
レ
算
、

唯

朱

元
晦
大
功
二
聖
経

一、

然
不

レ得
レ
超
コ
出
余
流

}、

臆
道
之

託
レ
人
行
レ
世
、
皆

在
レ
天
、
其

敦
強
与

二於

此

　乎

、

と
痛
論

し

た
。
素
行

の
言
説

は
直
接

幕
政

を
批
判

す
る

も

の

で
は
な
か

っ
た
.

従

っ
て
幕

閣
内

部

に
さ

え
本

書

の
公
刊
を

た
だ
学
問

上

の
事

ゆ
え
、
寛

典

に
附
す

べ
し
と

考

え

る
向
き

も
あ

っ
た
よ
う

で
あ

る
。

し

か
し
程
朱
学

を
も

っ
て
政
教

の
大
本
と

確
信
す

る
元
老

保
科

正

之
と

し

て
は
、

こ
の
よ
う

な
宋
学

の
正
統
性

を

没
却

す

る
論

箸

ヘ

ヘ

へ

が
世
上

に
流
布

す

る
の
を
見

過
ご
す

こ
と

は

で
き

な
か

っ
た

.
『
⊥
津

霊
神

言
行
録

」
巻
上

に
は

一
(寛

文
六
年

)
十

月

..一日
、
置
二
造

言
者
山
鹿

甚

五
左

衛

門

(素

行
)
於

ヘ

ヘ

へ

播

州
赤
穂

一、

前
レ
是
霊
神
謂

二
老
中

「
目
、
当

世
有
二
造
言

者

一、
是
惑

レ世

認
レ
民
之
賊
也
、

可
レ
厳
訓
禁
之

一、

老

中
領

レ之

」
と

見
え
る

、
こ
の
日
素

行

は
大

目

付
に
呼
出

さ
れ

⑥

■
其
方
事
、

不
届
成
書
物
仕
候
間
、
浅
野
内
匠
頭

(
長
直
)

へ
御
預
被
レ
成
候
由
、
御
老
中
被
二
仰
渡

一候
由
候
」
と
伝
達
さ
れ
た
の
で
あ

っ
た
。

次
に
熊
沢
蕃
山
も
前
代
末
に
将
軍
に
謁
見
の
好
機
を
逃
し
た
が
、

主
人
池
田
光
政
の
蕃
山
に
対
す
る
信
任
は
い
よ
い
よ
厚
く
、

主
従
と
も
に

心
学

の
講
究
に

励
む

.

方
、
承
応
三
年

(
一
六
五
四
)
岡
山
藩
の
領
内
が
干
害
と
洪
水
に
続
く
飢
飾
に
よ
り
死
者
多
数
を
出
す
大
災
害

に
襲
わ
れ
た
と
き
、

蕃
山
は
主
命

を
奉
じ
、

「
心
学
流

の

仕
置
き
」
に
よ
る
救
荒
に
全
力
を
尽
し
た
.

し
か
る
に
光
政

の
好
学
は
か
ね
て
心
学
ぎ
ら
い
で
知
ら
れ
た
大
老
酒
井
忠
勝
の
白
眼
視
す
る
と
こ
ろ
と
な

っ
た
し
、
蕃
山
の

重
農
主
義
的
救
済
政
策
は
士
分
の
者
の
誤
解
と
非
難
を
免
れ
な
か

っ
た
。

学
問
と
政
治
と
、
双
方

に
行
き
づ
ま
り
を
感
じ
た
蕃
山
は
明
暦
三
年

(
、
六
五
七
)
致
仕
し
、

や
が
て
妻
子
と
と
も
に
京
都

に
移

っ
た
。
そ
し
て
以
後
数
年
、

光
政

の
女
婿
㍍
大
臣

一
条
教
輔
は
じ
め
公
家
衆

・
文
人
の
間
に
知
己
を
得
、
心
学
講
究
の
傍
ら
風
雅
の
交

わ
り
を
楽
し
ん
だ
が
、
寛
文
六
年

(
一
六
六
六
)
山
鹿
素
行

の

一
件
が
起

っ
た
と
き
、
等
し
く
宋
学
批
判
の
傾
向
に
立

つ
牢
人
が
、
公
家
衆
に
ま
で
親
近
す
る

こ
と
が
、

改
め
て
幕
閣

の
神
経
を
刺
戟
し
た
ら
し
い
。

翌
七
年
六
月
、
大
老
酒
井
忠
清
は
使
者
を
光
政
の
も
と
に
送
り
、

昌
山
家

(
山
鹿
素
行
)
と
は
様
r
ち
が

い
候
と
は
申
な
が

ら
、
も
し
左
様
之
首
尾
に
て
候

て
は
い
か
が
に
候
間
、

(蕃
山
)
を
備
前

へ
遣
可
レ
然
と
御
申
候
」
と
伝
え
さ
せ
た
。

し
か
し
光
政
は
蕃
山
が
既
に
家
来

で
も
な
・
、、

そ
の

出
京
も
本
人
の
勝
手
で
あ

っ
た
か
ら
と
て
備
前
引
取
り
を
辞
退
し
、

こ
の
件
に
つ
い
て
の
斡
旋
を
老
中
板
倉
重
矩
に
依
頼
し
た
。
そ
の
後
重
炬
が
幕
閣

の
評
議
の
結
果
を

⑦

光
政

に
報

じ

た
書
状

に
よ
れ
ば
、
蕃

山

の
京
住

み
は

よ

い

が
、
「
公
家

衆

は
不
レ及

レ申
、

何
れ
共

出
合

不

レ
申
候
様

に
可
レ
然

と

の
事

に

て
先

ら
ち
明
候
」

と

あ
る
、

か
の
素
行

の
配
流

が
保
科

正
之

の
発
議

に
よ

っ
た

の

に
対

し
、

こ

の
蕃
山

の
処
分

に

つ
い

て

の
正
之

の

主
動
的

役
割

に
関
し

て
は
明

証
が
無

い
。

し
か

し
こ

の
件

に
か

か
わ
る
大

老

の
勧
告

や
老

中

の
評
議

が
元
老

走
之

の
関

知

せ

ぬ
と

こ
ろ

で
あ

っ
た
と

は
、

も
ち

ろ

ん
考

う

べ
く

も
な

い
こ
と

で
あ
ろ

う
。

こ
れ
筆

者
が
素

行

.
蕃

山

の
両

保
科
政
権
と
林
家

の
学
問

8」 一



保
科
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と
林
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問

件
を
併
せ
て

「
寛
文
異
学

の
禁
」
と
み
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

但
し
信
頼
す
べ
き
史
料

の
示
す
限
り
で
は
鷲
峰
や
そ
の

一
門
が
こ
の
学
禁

の
事
に
い
さ
さ
か
も
あ
ず
か

っ
た

形
跡
は
な
い
。

そ
れ
よ
り
も
、
あ
た
か
も

こ
の
学
禁
の
直
前

に
正
之

の
賓
師
と
な

っ
た
、

そ
れ
こ
そ
筋
金
入
り
の
朱
子
学
信
奉
者
山
崎
闇
斎
の
提
議
な
い
し
主
導
に
基
く

と
い
う
説
は
今
日
な
お
諸
書
に
散
見
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

「
保
科
政
権
と
林
家
の
学
問
」
と
題
す
る
こ
の
小
論
を
結
末
に
導
く
た
め
に
は
、

ま
ず
こ
の
闇
斎

の
保
科
家

に
お
け
る
立
場
、
ま
た
彼
と
林
門
と

の
関
係
に
つ
い
て
顧
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

注

、

、

①②● ●⑥ ⑤

 

⑦

『土
津
霊
神
言
行
録
』
巻
下
。
な
お

『
厳
有
院
殿
御
実
紀
』
附
録
巷
上
に
よ
れ
ば

「明
暦
二
年
卜
二
月
は
じ

め
て
林
道
春
信
勝
を
御
前
に
召
し
て
大
学
の
開
講
あ
り

(下
略
)
」
と
あ

る
。

拙
稿

「
近
世
に
お
け
る
宋
学
受
容
の

一
問
題
…
羅
山
の
講
書

に
関
す

る
告
訴

.
件
を
め
ぐ

っ
て
」
(森
克
巳
博
b
占
稀
記
念
会
編

『史
学
論
集
i
対
外
関
係
と
政
治
文
化
』
第
三
所
収
)、

同

「
近
世
初
期
儒
学
史
に
お
け
る
二
三
の
問
題
」
(『大
F
前
女
.r
大
学
論
築
」
第
ヒ
号
所
収
、
昭
和
四
卜
八
年
卜

一
月
一)
参
照
。

『好
書
故
事
』
巻
十
八
、
学
校
八
参
照
。

以
下
本
書
の
完
成
ま
で
の
事
情
は

『
右
文
故
事
』
巻
八
、
御
写
本
譜
巻
下
、
寛
文
四
年
条
以
ド
、
及
び
同
巻
卜

一
、
御
代

々
文
事
表
巻
三
、
寛
文
二
年
条
以
下
に
見
え
る
。
な
お
花
見

朔
己

「本
朝
通
鑑
考
』
(『本
邦
史
学
史
論
叢
』
巻
F
所
収
)
参
照
。

『
土
津
霊
神
言
行
録
』
巻
下
。

『
配
所
残
筆
』
。
な
お
素
行
、
蕃
山
の
両
件
に
つ
い
て
は
前
稿

「寛
文
異
学

の
禁
」

(『
大
手
前
女
.r
大
学
論
集
』
箆
八
号
、
昭
和
四
卜
九
年
卜

↓
月
)
に
洋
論
し
た
の
で
、

こ
こ
に
は

必
要
な
限
り
に
お
い
て
抄
記
す
る
に
と
ど
め
た
。

『
日
本
思
想
史
大
系
』
所
収

『
熊
沢
蕃
山
』
解
説

へ後
藤
陽

一
)
症

一
↓
ペ
ー
ジ
以
ド
参
照
。
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四

山
崎
闇
斎
は
晩
年
門
生
た
ち
に
告
げ
て
、

「
我
学
朱
子
を
宗
と
す
、
孔
子
を
尊
ぶ
所
以
な
り
、

孔
子
を
尊
ぶ
は
其
天
地
と
準
ふ
る
を
以
て
な
り
、
中
庸
に
云
く
、
仲
尼

尭
舜
を
祖
述
し
、

文
武
を
憲
章
す
、

吾
れ
孔
子

・
朱
子
に
於
て
亦
窃
に
比
す
、

而
て
朱
子
を
宗
と
す
る
も
、

亦
筍
に
之
を
尊
信
す
る
に
あ
ら
ず
、

吾
れ
意
ふ
、
朱
子
の

学
、
居
敬
窮
理
、
即
ち
孔
子
を
祖
述
し
て
差
は
ざ
る
も
の
、
故
に
朱
子
を
学
ん
で
謬
ら
ば
朱
子
と
与
に
共

に
謬
る
な
り
、

何
の
遺
憾
か
之
れ
あ
ら
ん
、
是
れ
吾
が
朱
子
を

信
じ
て
、
亦
述

べ
て
作
ら
ざ
る
所
以
な
り
」
と
い

っ
た
ほ
ど
朱
子
に
傾
倒
し
た
人
で
あ
り
、
従

っ
て
そ
の
学
風
は
窮
屈
に
し
て
寛
容
を
欠
き
、
門
生
の
教
育
は
厳
格
を
極



め
た
。
後

年

の
評
判

に
も

「
今

ノ
学

問

ス
ル
人

ノ
朱
子
流

ノ

人
柄

ノ

偏
屈

ナ

ル

ハ
大

カ
タ

山
崎

闇
斎

ヨ
リ
始

レ

ル
ナ

ル
ベ
シ
、

山

崎

ハ
気

違

ノ
様

成

人
也

卜
云
伝

ヘ
タ

①

り
」
と
見
え
て
い
る
。

こ
れ
よ
り
さ
き
闇
斎
は
明
暦
元
年

(
一
六
五
五
)
講
席

を
京
都
に
開
い
て
以
来
、

毎
春
江
戸
に
出

て
大
名

や
そ
の
子
弟
に
教
授
し
、
秋
に
帰
京
す

る
こ
と
を
例
と
し
た
が
、
闇
斎
が
初
め
て
保
科
正
之

に
謁
し
た
の
は
寛
文
五
年

(
一
六
六
五
)
、
四
十
八
歳

の
と
き
で
あ
り
、

以
後
闇
斎

は
会
津
藩
主
の
賓
師
と
し
て
講

学
の
傍
ら
か
の

『
会
津
風
土
記
』

『
会
津
神
社
志
」
や
会
津
藩

の
教
学

の
大
本
と
な

っ
た

い
わ
ゆ
る

岡
会
津
三
部
書
」
す
な
わ
ち

『
玉
山
講
義
附
録
」

『
二
程
治
教
録
」

②

『
伊
洛
三
子
伝
心
録
』
等
藩
主
の
編
著
の
刊
行
の
事
に
あ
ず
か
り
、
そ
れ
ら
の
序
践
を
作

っ
た
こ
と
は
著
し
い
事
実
で
あ
る
。

か
の
山
鹿
素
行
の
配
流
は
あ
た
か
も
正
之
が
闇
斎
を
迎
え
た
翌
年
の
こ
と

で
あ
り
、
熊
沢
蕃
山

の
閉
居
は
そ
の
ま
た
翌
年
の
こ
と
で
あ

っ
た
。

こ
れ
が
た
め
寛
文

の
学

禁
が
も
と
闇
斎

の
意
見
に
由
来
し
た
と
い
う
憶
説
は
今
も
有
力
に
支
持
さ
れ

て
い
る
。

例
え
ば
堀
勇
雄
氏
は
素
行

の
処
分

に
つ
い
て
、

「
闇
斎
が
正
之
を
使
噸
し
て
、

こ

の
挙
に
出

で
し
め
た
と
の
説
は
、
文
献
上
の
確
証
は
無

い
が
、

闇
斎
の
狭
量

・
非
寛
客
の
性
格

・
言
動
か
ら
、

そ
う
推
定
し
て
も
差
支
え
あ
る
ま
い
」
と
断
じ
、
後
藤
陽

一
氏
は
か
の
大
老
酒
井
忠
清
が
蕃
山

の
備
前
引
取
り
を
池
田
光
政

に
勧
め
た
伝
言
に

「
蕃
山

に
対
す
る
闇
斎
派

の
思
惑
を
顧
慮
す
る
趣
が
う
か
が
わ
れ
る
」
と
述

べ
て
い

③る
。
し
か
し
闇
斎
が

い
か
に
正
之

の
信
任
を
得
、
藩
主

の
賓
師
を
も

っ
て
遇
せ
ら
れ
た
に
も
せ
よ
、
そ
の
身
分
は
依
然
牢
人

で
あ
り
、

し
か
も

一
介

の
朱
子
学
祖
述
者
で

っ
て
、
か
の
蕃
山
の
よ
う
に
経
世
済
民
の
術
に
通
じ
た
実
際
家
で
は
な
か

っ
た
か
ら
、
藩
政
に
か
か
わ
る

べ
き
筋
合

い
は
な
く
、

ま
し
て
儒
役
林
弘
文
院
学
士

(
鷲
峰
)

す
ら
関
知
し
な
か

っ
た
幕
閣
の
処
分
に
つ
い
て
少
く
と
も
公
式
に
提
案
を
許
さ
る

べ
く
も
な
か

っ
た
。

そ
れ
に
正
之

の
賓
師
と
は

い
う
も

の
の
、
正
之
の
方
が
闇
斎
よ
り

七
歳
も
年
長
で
あ
る
L
に
、
正
之
の
程
朱
学

は
彼
が
将
軍
補
佐
を
拝
命
し
た
こ
ろ
か
ら
既
に
十
数
年
の
研
究
を
積
ん
だ
と
こ
ろ
で
あ
り
、

今
更
闇
斎

の
啓
発
を
待

つ
ま
で

④

も

な
く
、

む
し

ろ
闇
斎

の
方

こ
そ
、

か

の

三
部
書

公
刊

の
事

な
ど

に
携

わ
る
間

に
正
之

の
学

問

・
修
養

か
ら

教

え
ら

れ
る

と

こ
ろ

が
多
か

っ
た

の

で
あ

る
。

寛
文

異
学

の

禁

に
際

し

て
、

も
し
正
之

が
闇
斎

か
ら
影

響
を
受

け
た

こ

と
が
あ

っ
た
と

し

て
も
、

そ
れ
は

正
之

が

そ

の
宋
学

護
持

の
信
念

に
つ
い
て
新

た

に
強
力

な
共
鳴

者

を
得

た
喜

び

と

い
う
、

い
わ
ば

心
理

的
な
影
響

で
あ

っ
た
と
見

て
お

く

べ
き

で
は
な
か

ろ

う
か
、

な
お

か
の
後
藤

陽

.
氏

の

い
う

酒
井
大

老

の

「
闇
斎

派

の
思

惑
」

に
対
す

る
顧
慮

は

「
元
老
保
科

正
之

の
思
惑

」

に
対
す

る
顧
慮

と
改

め
ら

る

べ
き

で
あ

ろ
う

さ

て
闇
斎
と

鷲
峰

と
は
共

に
元
和

四
年

(
。
六

一
八
)

生

ま
れ

の
同
年

で
あ

り
、

等
し
く
朱

子
学

を

奉

じ
た
が
、

両

人
は

そ
の
学
者
的

立
場

に
就

い
て
は
互

い
に
容
認

し
得

な
か

っ
た

。
闇
斎
門

ド

の
俊

秀
谷
秦

山

の
講
説
を
筆

録
し

た

「
朱
学

伝
来

記
」

に
は

鷲

峰

の
父
道

春

(
羅
山

)
が
排

仏
帰
儒

の
後
、

妙
寿

院

(藤

原
握
窩

)

と
朱
陸

の
相
違

を
論

じ

た
が
、
「
朱
子

ノ
奥

義

ヲ
知

タ

ル
道
春

ニ
テ

モ
ナ
ケ

レ
バ
妙
寿

院

ヲ
服

ス
ル

コ
ト
ナ

ラ
ズ
、

其
身

又
利
禄

ノ
ヵ

ヵ

ハ
リ
多

ク
、

朱

書

ヲ
読

コ
ト
不
レ
能

、
少

保
科
政
権
と
林
家
の
学
問

9.1



保
科
政
権
と
林
家
の
学
問

年

ノ
志

ヲ
ト
グ

ル
コ
ト
不
レ能

、
頭

ヲ
剃

テ
僧

形

ニ
ナ
リ
、

エ
シ
レ
ヌ

コ
ト

ニ
相
果

シ

ヌ
、

羅
山
集

ヲ
読

テ
、
其
学

雑

駁
、
云

二
足

ラ
ザ

ル
可
レ見

、
如
レ
此

ニ
シ
テ
天

下

二

朱
書

ヲ
読

コ
ト
広

マ
ラ
ズ
」

と
述

べ
て

い
る
。

こ
れ

は
師

説
を

そ

の
ま

ま
に
継
承

し
た
も

の

で
あ

ろ
う
。

闇
斎

の
よ
う

に
終
生
禄
仕

せ
ず
、

大
名

に
も
弟
子

の
礼

を
と
ら

せ
、

詩
文

を
か

ろ
ん
じ
、
専
ら
朱
説

を
述

べ
て

一
切
作

ら

ず

、
白

眼
怒
声
、
常

に
門
生

を
畏
服

せ
し

め
た
厳

師

か
ら

み
れ
ば
、
権
勢

に
仕

・ス
て
僧
位

に
安
ん

じ
、

日
夜

御
用

に
追
わ

れ

て
作

詩
作

文

に
忙

し
く
、

と
か
く
兼
修

に
ひ
か

れ

て
朱
学

に
徹

し
な

い
林
家

の
学

の
ご

と
き

は

雑
学

と

い
う

よ
り
外

は
な
か

っ
た
。

か

つ
て
正
之

が
江
戸

に
人

⑤

規
模
な
学
校
を
建
て
る
こ
と
を
闇
斎
に
諮

っ
た
と
き
、
闇
斎
は
言
ド
に
師
が
無
い
と
答
え
た
と
い
う
。

こ
れ
も
林
門
を
度
外
視
し
た
放
言

で
あ
ろ
う
。
鷲
峰
は
そ
の

[
西

風
涙
露
編
」
に
お
い
て
、

「
近
年
聞
、
高
談
二性
理
一、
以
為
二
程
朱
再
出
一、
而
榔
二文
字
一、
以
二
博
識
一称
レ有
レ
妨
、
而
指
二
余
輩
一為
二俗
儒

一者
亦
在
レ
之
、
彼
為
レ彼
、
我
為
レ

⑥

我
、
道
不
レ
同
則
不
二
相
為
謀
一、
余
唯
守
二
家
業
樋而
己
」
と
述

べ
た
。
博
覧
強
記
は
亡
父
羅
山
が
家
康

に
登
用
、
信
任
さ
れ
た
ゆ
え
ん
で
あ
り
、
そ
の
後
も
博
学
精
到
は
林

門
の
特
徴
で
あ
り
、
そ
の
特
徴
は
長
く
保
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
羅
山

の
出
仕
以
来
、

そ
の

一
族
は
牢
人
儒
者
と
こ
と
変
わ
り
、
広
く
幕
府
の
文
事

に
奉
仕

す
る
儒
役

で
あ
り
、
そ
の
職
掌
は
将
軍

の
侍
講
を
始
め
、

図
書

の
管
理
、
法
度

・
文
書
や
各
種
記
文
の
起
草
か
ら
公
武

の
儀
式
の
考
証
、
系
図

・
国
史
の
編
修
ま
で
、
実

に
多
岐
に
わ
た
り
、
独
り
朱
子
学
の
精
究
に
没
頭
す
る
こ
と
は
困
難

で
あ

っ
た
。

し
か
も
承
応
以
来
文
治
政
治

の
進
展
に
つ
れ
て
、
儒
役

の
教
養
に
期
待
さ
れ
る
と

こ
ろ

は

一
層
多
様
を
加
え
る
ば
か
り
で
あ

っ
た
。
例
え
ば
か
の
父
羅
山

に
劣
ら
ぬ
学
識
を
う
た
わ
れ
た
鷲
峰
に
し
て
も
、

あ
る
と
き
前
大
老
酒
井
忠
勝
に

『
源
氏
物
語
」
大
屏

風
の
絵
の
意
を
問
わ
れ
て
返
答
に
窮
し
、
忠
勝
か
ら

「
儒
臣

二
召
仕

ハ
ル
ル
人
々
必
漢
書
ノ
ミ

ニ
ハ
限

ル
可
ラ
ズ
、

日
本
ノ
儒
官

ハ
日
本

ノ
事
第

一
知
ベ
キ
事
也
」
と
戒

し
め
ら
れ
た
と
い
う
。

聡
明
な
る
文
治
政
治
家
保
科
正
之
は
、
さ
す
が
に
時
世

に
応
じ
た
人
材
の
活
用
を
誤
ら
な
か

っ
た
。

正
之
は
会
津
藩
主
と
し
て
は
闇
斎
を
自
己
の
勉
強
対
手
に
選
ぶ
と

と
も
に
、
か
の
三
部
書
等
の
弘
布
を
通
じ
て
闇
斎

の
教
育
的
情
熱
を
藩
の
文
教
に
副
射
せ
し
あ
た
が
、

そ
の

一
方
幕
閣

の
首
班
と
し
て
は
林
鷲
峰

の
儒
役
と
し
て
の
面
目

の
保
持
の
た
め
に
温

い
心
づ
か
い
を
忘
れ
な
か

っ
た
。
正
之
は
ま
ず
鷲
峰
に
五
経

の
講
釈
を
続
け
さ
せ
、

そ
の
講
了
の
賞
と
し
て
弘
文
院
学
士
の
称
号

の
許
し
を
得
さ
せ

た
。

こ
れ
は
儒
役
の
職
掌
が
何
よ
り
も
経
業
を
第

一
と
す

べ
き
こ
と
を
顕
示
す
る
と
と
も
に
、
従
来
の
法
印
位
以
下
と
は
別
系
統
の
、
本
邦
古
代
の
学
制

に
ち
な
む
院
号

.
士
号
と

い
う
、
儒
道
独
特

の
格
式
の
設
定
に
よ

っ
て
、
や
が
て
来
た
る
べ
き
儒
仏
分
離
の
可
能
性
を
に
お
わ
せ
た
も

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

正
之
は
ま
た
鷲
峰
を
励
ま

し

て

『
本
朝
通
鑑
」

の
編
修
を
完
遂
さ
せ
、
幕
府

に
仕
え
る
日
本

の
儒
官
を
し
て
日
本

の
事
を
第

一
に
知
る
国
史
学

の
権
威
者
た
ら
し
め
た
。

正
之
は
な
お
か
の

「
会
津

風
土
記
」

『
会
津
神
社
志
」
及
び
会
津
三
部
書
の
序
文
を
鷲
峰

に
求
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
巻
頭
に
掲
げ
た
。

こ
れ
も
正
之

の
官
儒
に
対
す
る
礼
遇
の

一
端
で
あ

っ
た
。
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こ

の
よ

う
に
し

て
保
科

政
権

の
恩
顧

に
よ

っ
て
林
家

}
門

役
地
位

は
も
は

や
揺

る
ぎ

な
き
も

の
と
な

っ
た
.

そ
れ

に
か

の
寛
文

異
学

の
禁
が
林
門

朱

r
学

の
権

威

の
相

対
的
向
上

を
も

た
ら
し

た

こ
と
も
自

然

の
成
行
き

で
あ

っ
た
。

し
か

る
に
正
之

は
既

に
寛
文

九
年

(
一
六

六
九
)

に
致
仕

の
後
、

同
十

.
一年
十

二
月

、

六
十

.
一歳

で
永

眠

し
、

や

が

て
会
津

見
除
山
廟

に
葬
ら

れ
た
。

継

嗣

正
経

の
求

め

に
よ

っ
て
そ
の
廟

記
を
作

っ
た
鶯
峰

は

故

人

の
治
績

・
学

徳
を

顕
彰
し

た
衣

に
、

「
新
廟

既
畢

二
斧

斤
之

功

一、
良

嗣

(正

経
)
求

レ記
二
其
事
於

余

一、
懇
請

不
レ
措
焉

、

余
亦

以

一其

晩
年
顧

遇
不

τ
浅
、
敢

不
レ能
二
固
辞

】焉

」
と
述

懐

し
て

い
る
。

た
だ

こ

こ
に
日

に
付
く

こ
と
は
、

か

の
寛
永

十
年

(
]
六

三

三
)

将
軍
家
光

が

忍
岡

文
廟

に
謁
し

た

先
例

に
も
か

か
わ
ら

ず
、

将
軍
家
綱

一
代

三
十

年

の
間
、

忍
岡

が

そ
の
御

成

り
を
迎

え
た

こ
と

が

一
度
も

な

い

こ
と

で
あ

る
..
こ
れ

は
将
軍

が
始

め
年
少
、

病

弱

で
あ

っ
た

た
め

で
も
あ

ろ
う

が
、

そ

れ
よ
り
も

こ
れ
は
林
門

に
対
す

る

恩

遇
の
限
界

を
示

し

た

こ
と
と
解

釈
す

べ
き

で
は
な

か
ろ
う

か
。

か
の
寛

文
異
学

の
禁

が
元
来

正
之

の
首

唱

に
ひ
か
れ

た

こ
と

で
あ
り
、

必

ず
し
も
幕

閣

の
総
意

に
基

く
も

の
で
な

か

っ
た
次

第

は
前
稿

に
詳

述
し

た
通
り

で
あ

る
が

、

そ
れ
だ

け

に
そ

の
反
面

と
し

て
、

例

え
ば

将
軍

の
参
廟

に
よ

っ
て
林

門

に
対

す
る
幕
府

の
恩
遇
が
あ

ま
り

に

過
度

に
わ

た
り
、

そ
の
家
学

の
官
学

化

を
来

た
す

こ
と

に

つ
い
て
は
、

当
然
抵

抗
を
免

れ
な

か

っ
た

の

で
あ

ろ
う

.

林
門

一
統

が
蓄

髪
任
官

し
、
壮

麗

な
聖
堂

に
将

軍

の

例
参
を

迎
え
、

そ

の
家
学

が
天
ド

の
教
学

の
大
本

と
仰

が

れ

る
た
め

に
は
、

や
は
り

元
禄

の
盛

世

を
待

た
ね

ば
な
ら

な
か

っ
た

の
で
あ
る
.

⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ① 注

『
年

譜

』
、

『
文

会

筆

録

」

天

和

.一.年

刊

)
著

作

の
条

.
湯

浅

常

山

『
文

会

雑

記

』

巻

.
一上

。

洋

細

は

前

節

注

⑥

の
拙

稿

},寛

え

異

学

の
禁

」

参

照

。

但

し

『
ピ

山

講

義

附

録

』

に

は

闇
斎

の
序

践

は

無

い
.、

堀

勇

雄

『
山

鹿

素

行
』

(
『
人

物

叢

書

』

所

収

)

.
=

八

ペ
ー

ジ

。

『
日
本

思

想

史

大

系

』

所

収

『
熊

沢
蕃

山

』

解

説

(
後

藤

陽

.
)
五

詳

細

は

慨
じ
躯
道

『
近

趾

日
本

思

想

叉
研

究

』

一

一
べ
ー

ジ

以

卜

参

照

。

『
尚

斎

雑

談

録

』

(
『
近

世

日
本

の
儒

学

』

一.一五

二

ペ
ー

ジ
所

載

に

よ
る

)
。

『
先

哲

叢

淡

』

准
二

、

林
恕

条

。

『
明

良

洪

範

』

脈
と

。

へ
ー

ジ

以

一卜
参

照

。
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(
昭
和
五
十
年
八
刀
卜
七
日
稿
)

保
科
政
権
と
林
家
の
学
問


